
く
ら
し
の
ガ
イ
ド

市
や
国
、
道
か
ら
の
お
知
ら
せ

く
ら
し
と

住
ま
い

　
実
際
の
災
害
と
間
違
わ
れ
な
い
よ

う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
状
況

に
よ
り
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日�

時
　
７
月
23
日
㈬
14
時
ご
ろ

※�

放
送
内
容
な
ど
は
、
確
認
ダ
イ
ヤ

ル
（
☎
�
０
１
９
３
）
で
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

問�

　
総
務
Ｇ
（
☎
�
１
１
３
０
）

防
災
行
政
無
線
な
ど
の

情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す

忘れずに納めましょう 納期限は７月31日㈭です

※�スマホ決済アプリやクレジットカードでの納付では、領収書は発行
されません。
※�保険税や保険料の納付にお困りの方は夜間納付相談を利用ください。
日時　７月10日㈭・11日㈮19時まで　場所　国民健康保険グループ

種　　別 問い合わせ
国民健康保険税（２期） 国民健康保健グループ（☎�１７７１）
介護保険料（１期） 高齢・介護グループ（☎�５７２０）
後期高齢者医療保険料（１期）年金・長寿医療グループ（☎�２１３７）

監�

査
の
範
囲
　
令
和
５
年
度
に
執
行

さ
れ
た
補
助
金
な
ど

監�

査
執
行
者
　
登
別
市
監
査
委
員
・

佐さ

藤と
う

紀の
り

清き
よ

、
工く

藤ど
う

倶く

二に

雄お

執�

行
期
間
　
令
和
６
年
12
月
16
日
～

令
和
７
年
３
月
26
日

※�

令
和
６
年
度
財
政
的
援
助
団
体
等

　
こ
の
調
査
は
、
常
用
労
働
者
が
１

～
４
人
の
事
業
所
で
の
労
働
者
の
雇

用
、
給
与
や
労
働
時
間
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、
７
月
31
日
（
給

与
締
切
日
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は

７
月
の
最
終
給
与
締
切
日
）
現
在
で

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
事
業
所
に
は
、
７
月

の
現
況
調
査
と
８
月
か
ら
９
月
に
か

け
、
統
計
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
の

で
、
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

調
査
内
容
は
、
統
計
以
外
の
目
的

に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問�

　
北
海
道
総
合
政
策
部
計
画
局
統

計
課
労
働
統
計
係

�

（
☎011-204-5146

）

　
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族

で
、
４
月
１
日
時
点
で
、
公
務
扶
助

料
や
遺
族
年
金
な
ど
を
受
け
る
方
が

い
な
い
場
合
に
、
特
別
弔
慰
金
と
し

て
記
名
国
債
（
額
面
27
万
５
千
円
・

５
年
償
還
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

対�

象
　
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の

遺
族
１
人

①�

４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没

者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金

の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

②�

戦
没
者
な
ど
の
子

③�

戦
没
者
な
ど
の
父
母
、
孫
、
祖
父

母
、
兄
弟
姉
妹

　
収
益
金
は
市
町
村
の
明
る
く
住
み

よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。

販�
売
期
間　
７
月
11
日
～
８
月
11
日

抽�

選
日
　
８
月
21
日
㈭

④�

そ
れ
以
外
の
遺
族
で
、
戦
没
者
な

ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年

以
上
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
３

親
等
内
の
親
族

請�

求
方
法　
事
前
に
電
話
で
来
庁
日

監
査
結
果
を
公
表
し
て
い
ま
す

毎
月
勤
労
統
計
調
査

特
別
調
査
を
実
施
し
ま
す

戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
へ

特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
発
売

時
を
予
約
し
来
庁

※�

予
約
無
く
来
庁
し
た

場
合
、
手
続
き
が
で

民
ロ
ビ
ー
、
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲

覧
で
き
ま
す
。

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
　
社
会
福
祉
Ｇ
（
☎
�
１
９
１
１
）

問
　
監
査
委
員
事
務
局

�

（
☎
�
９
２
３
０
）

監
査
の
結
果
は
、
市
役
所
１
階
市

国民年金保険料の『免除制度』と
『納付猶予制度』をご存じですか

全額 ４分の３ 半額 ４分の１
免除額 17,510円 13,130円 8,750円 4,380円
保険料 0円 4,380円 8,760円 13,130円

　経済的な理由などで国民年金保険料を納付す
ることが困難なとき、申請により保険料の納付
を免除・猶予する制度です。
【免除制度】
　保険料の免除は前年の所得に応じて行います。

※�一部免除は、保険料の一部を納付することで、
残りの保険料が免除される制度です。
※�一部保険料を納付しなかった場合、その期間
の免除は無効となり、将来の老齢基礎年金の
額に反映されません。また、障がいや死亡な
ど不慮の事態が生じたとき、年金を受けるこ
とができなくなることがあります。
【納付猶予制度】
　50歳未満の方で、同居している世帯主の所得
にかかわらず、本人と配偶者の所得要件により、
国民年金保険料の納付を猶予する制度です。
　猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期
間に含まれますが、年金額に反映されません。
○手続きに必要なもの　
　基礎年金番号が分かるもの、退職（失業など）
で納付が困難な方は『雇用保険被保険者離職票』
または『雇用保険受給資格者証』の写しなど
※�申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所
得基準の範囲内である必要があります。
※�免除制度、納付猶予制度が承認された期間は、
10年以内であれば後から保険料を納めること
（追納）ができます。
※�免除制度・猶予制度は、過去２年１カ月分ま
で遡及して申請ができます。
問い合わせ　年金・長寿医療グループ
� （☎�２１３７）

10 ２０２5．７月号 � くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
』

※�内容については、６月12日現在の情報を掲載しています。�
イベントなどについて、中止や延期、内容などが変更と
なっている場合がありますので、ご注意ください。

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2025051900046/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2025020700028/

